
 

 

 

様式第１号        和泉市墳墓使用許可申請書 
 
                                           令和   年   月   日 
 

和 泉 市 長 あて 
 

 
 この申請書の記載内容が事実と相違する時は申請を無効とされても異議のな
いこと、並びに和泉市設墓地条例等及びその他使用上のきまりを遵守すること
を誓約し、次のとおり申請します。  

 

申 
 
 
 

請 
 
 
 

者 

住 所  和泉市 

本 籍  
筆
頭
者 

 

氏 名 

フリガナ 

                        
                       

生年月日 電話番号 

    年   月  日生     （   ） 

受付番号 第       番 
使用 

 
墳墓 

第   ２   区 

墓 地 名 信 太 山 墓 地 
第      号地 

使用墳墓の面積等 使 用 料  ①   550,000円 

間 口 奥 行 面 積 管 理 料  ② 72,000円 

 
 1.5 

   ｍ 

    
 2.0 

   ｍ 

 
 3.0 

  ㎡ 
合 計 ①＋② 622,000円 

 
 

決裁欄   
 

    



 

 

 

様式第１号        和泉市墳墓使用許可申請書 
 
                                           令和   年   月   日 
 

和 泉 市 長 あて 
 

 
 この申請書の記載内容が事実と相違する時は申請を無効とされても異議のな
いこと、並びに和泉市設墓地条例等及びその他使用上のきまりを遵守すること
を誓約し、次のとおり申請します。  

 

申 
 
 
 

請 
 
 
 

者 

住 所  和泉市 

本 籍  
筆
頭
者 

 

氏 名 

フリガナ 

                        
                       

生年月日 電話番号 

    年   月  日生     （   ） 

受付番号 第       番 
使用 

 
墳墓 

第   ３   区 

墓 地 名 信 太 山 墓 地 
第      号地 

使用墳墓の面積等 使 用 料  ①   275,000円 

間 口 奥 行 面 積 管 理 料  ② 36,000円 

 
 1.0 

   ｍ 

    
 1.5 

   ｍ 

 
 1.5 

  ㎡ 
合 計 ①＋② 311,000円 

 
 

決裁欄   
 

    



 

希望区画確認書 

 

「信太山墓地」の使用許可申請に際し、抽選要領に記載のとおり、以

下の内容で希望区画について申請します。 

 

希 望 区 画 第   区・第      号地 

希望区画の抽選 

に外れた場合 

□ 下記の事項を了承し、空いている区画の 

抽選に参加します。 

・抽選により区画の場所が決定します。 

・抽選会欠席の場合、市職員が代理で抽選

を行うことに同意します。 

□ 抽選には参加せず、辞退します。 

 

 令和  年  月  日 

 

 和 泉 市 長 あて 

 

                   本 人（世帯主）  

住所 

                   氏名                

                 



同   意   書 

 

「信太山墓地」の使用許可申請に際し、以下のことに同意します。 

 

 ①「信太山墓地」募集要領の「３．申請時に提出(持参)するもの」に規定する以下

のものに代わるものとして、市が確認すること。 

□住民票の写し 

□申請者と死亡者との続柄及び死亡者を確認できる書類（戸籍謄本､除籍謄 

本等） 

 

 ②「信太山墓地」募集要領の「６．永代使用料及び永代管理料納付期限等」に規

定のとおり、期限内に納付をしなかった場合、墓地使用許可申請を辞退した

ものとみなされ、市が使用許可の決定を取り消すこと。 

 

③墓地の使用の際には「信太山墓地」募集要領の「８．使用許可後の条件等」、和

泉市設墓地条例、同条例施行規則及び墓碑建立時における施工基準等を遵守す

ること。 

 

 令和  年  月  日 

 

 和 泉 市 長 あて 

 

               同意人 住所 

                   氏名                

                   生年月日         年  月  日 

 


